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ソーシャルワーク？
社会生活を営む中で、解
決困難な問題を抱えるこ
とも・・・

高齢になったり、障害を抱え

たり・・・社会的な活動がで

きなくなることも

→これらの問題を解決すると
きの方法のひとつ

→問題の解決に向けて、
「人」と「環境」、「その

接点」に働きかける

Ex.虐待にあっている
Aちゃん



ソーシャルワークの対象と方法

対象
自助努力では解決困難な課

題を抱える個人、家族、グ

ループ、コミュニティ

への

専門的支援活動

方法
面接技術（カウンセリン
グ技法も）

適切な社会資源やサービ
スにつなげる

よりよい社会資源やサー
ビスを新たに作る

制度・政策の変革のため
の活動を行うキーワード

ミクロ・メゾ・マクロ
時間軸と空間軸
個人や家族、グループ、コミュニ
ティへの働きかけ
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ソーシャルワーカーは
様々な分野で
働いている
名称も様々
国家資格もある

（社会福祉士、精神保健福祉士）

教育分野
にも

身近なとこ
ろにいます
※職場により、
様々な呼び
方をされて
います

守秘義務は
大前提です!



多文化共生ソーシャルワーク委員会

設立年：2006年

研 修：1年に1回 1月頃

研究会：

偶数月第3木曜日18時半～

於福祉士会事務所

活 動：ケース検討、相談対
応、県内外国人支援組織・窓
口とのネットワーキング

研究会への参加：

どなたでも歓迎

毎回15名強（増加・多様化）
独立型社会福祉士、自治体職
員（福祉、国際）、住宅ソー
シャルワーカー、ボランティ
ア団体スタッフ、外国人住民
当事者、行政書士、弁護士、
高齢者施設職員、大学教員、
大学院生、保育士、民生委員、
など

目指したのは多様な人たちが
集まる・集まれる「場」づくり！

出会いの場
行政
障がい者相談窓口

子ども家庭支援課

福祉事務所

児童相談所

女性相談センター

教育機関

地域
民生委員・児童委員として

教会

抱えていた生活課題
DV被害

無戸籍の児童支援（行政サービスか
らの排除）

出産後の母子支援

教育現場から見えた家族の孤立

多言語相談の現場での困難ケース

難民申請者（住まい、生活費）

精神疾患

障がい

外国人住民への生活支援には
多文化領域との多職種連携が必要！



多文化の
背景を
持つ母子

１．ことば

２．こころ

３．文化

４．制度
利用

５．情報
アクセス

６．
アイデン
ティティ

７．
コミュニ
ケーショ
ン当事者もともに

7

なかでも
「ことばの壁」は

すべてに
関わってくる

日本語学習支援団体、生活支援団体
等との相互協力・協働へ

研修
多文化SWについて
SWの視点から見た子ども支援について
地域福祉の視点から多文化共生を考える
福祉分野で必要なやさしい日本語

福祉領域の事例を使ったやさしい日本語・通
訳研修

相互支援・協力
学校ソーシャルワーカーと地域団体
社会福祉士会と国際交流協会



ボランタリー組織・NPOは、外国人住民
への生活支援の実践主体として大事な役
割を担っている！

①多様なプログラム、事業の展開
②地域の社会資源への橋渡し
③エンパワメントへ向けた支援
④地域のニーズへの応答

⑤制度化への働きかけ など

ソーシャルワー
ク的な営みも多
くみられる

対応しない
方針の団体

対応は各個人に委ねる団体 生活相談へと
支援を広げた団体

自治体の多言
語相談窓口、
生活支援NPO、
当事者グルー
プなど、地域
の様々な社会
資源の紹介に
とどまること
が多かった

・個別対応で行政窓口や病院へ
の同行支援など、外国人支援に
力を入れるようになったボラン
ティアも

・相談者の抱え込み、共依存と
なるケースやバーンアウトも

・一団体、一個人での対応の限
界から日本語ボランティア団体
間のネットワークが作られ、共
通の問題を議論するように

継続的な活動展開と行
政との協働を視野に
NPO法人格を取得、市
町村の多言語相談窓口
受託、ニュースレター
発行、DV母子のシェ
ルター運営、当事者に
よる外国語教室開催な
ど様々な事業を展開す
るケースも

相談に

医療通訳システムの検討 ／ 多文化の子どもの学習支援やキャンプ
多文化ソーシャルワークの検討 ／ 「やさしい日本語」での情報誌編集

様々な活動の展開へ



多文化共生社会の実現に向けて
－「地域日本語教育」の課題と、
担いうる役割への視点
課題

「地域日本語教
育」？

共依存とバーンアウ
ト
教育？支援？伴走？
固定した関係性？

担いうる役割への視点

ともに暮らす住民・生活者であると
いうことからの出発
エンパワメント
対等性・双方向性
気づき（自己覚知）

架橋・ネットワーキング（インター
フェース装置）
日本語を通した生活支援
ソーシャルネットワークを広げる
寄り添い・見守り

新たな仕組みづくりへの働きかけ
（ソーシャルアクション）

社会的包摂へ

地域福祉の視点から
高齢化の進展と人口減の中での活力ある町づくりには

外国人を視野に入れた街づくり、福祉実践の志向が必要であり、

そのためには

地域日本語活動と地域福祉実践との協働が求められる

（妻鹿：2009）

日本語学習・生活支援団体の支援者は、

エスニック・コミュニティと地域コミュニティとの橋渡しをする
主体、

外国人住民とともに支えあい地域を創っていく

重要な人的資源として、今後も期待される

一方、

支援者（多くがボランティア）のみに過重な負担を負わせない

制度・政策的対応もまた必要（門2007）



それぞれの強みを活かしつつ、
誰もが暮らしやすい地域となるよう、

一緒に活動し、
地域でのつながりを広げ、
深めていきませんか？
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